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自動走行実現のための基本方針

1

車両技術 制度・ルール、インフラ＋

実証事業・早期事業化

開
発
加
速

レーダー
カメラ

レーザースキャナー

ダイナミックマップ
（自動走行用地図）専用空間

車両性能を走行・周辺環境がカバー

「技術」と「事業化」、両⾯の世界最先端を⽬指す
技術の発展を、制度・インフラの整備で⽀えながら、早期の社会実装を実現

社会課題の解決に向けたニーズの⾼い場所で、
適切に安全を確保しながら、社会受容性を⾼め、
簡単なシーン(専⽤空間、地⽅)から複雑なシーン(⼀般道路、都市部)へ活⽤を拡⼤
世界の動向もよく⾒ながら、機動的かつ柔軟に進めていくことも重要

○世界に先駆けた⾃動⾛⾏の社会実装により、⽇本の強みを活かし、社会課題を解決
（交通事故削減、地域の⼈⼿不⾜や移動弱者の解消）



民間事業者のプロジェクト構想

2

トラックの隊列⾛⾏

①先頭⾞両はドライ
バーが運転。

有⼈

無⼈

無⼈

②⾞両を電⼦的に連結
して隊列を形成。

③後続⾞両は⾃動⾛⾏システ
ムを使って無⼈⾛⾏。

④３台⽬以降も電
⼦的な連結と⾃動
⾛⾏システムで無
⼈⾛⾏。

無⼈移動⾃動⾛⾏による移動サービス （ラストマイル⾃動⾛⾏、端末交通システム）

①利⽤者(⾼齢者等)は無⼈⾃動
⾛⾏⾞を呼び出し乗⾞。 ②無⼈⾃動⾛⾏ ③⽬的地(⾃宅

等)で降⾞。

④無⼈⾃動⾛⾏⾞が⾃動回送。 遠隔操作・監視

管制センター

例：郊外地域の場合 ※他にも、市街地、住宅団地、観光地、私有地などでの活⽤を想定

⼩型カート

⼩型バス

⾞両イメージ

（物流におけるドライバー不足の解消）

（ドライバー不足や赤字路線などにより移動ニースが満たされていない地域の解消）

より具体的なビジネスモデルを念頭においた取組であり、⾞内に運転者がいない公道実証を⽬指す



2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
以降

隊列走行実現に向けた主なスケジュールと課題対応

トラックの隊列走行技術の確立 後続無人隊列システムの実証

後続有人実証実験
（協調型車間距離維持支援シ
ステム（CACC）、社会受容性）

後続無人隊列システムの実証実験
（後続有人状態で実証開始）

実現
したい
こと

走行
実証

制度
整備

インフラ
整備

車間距離に関連した事項の
検討

後続無人隊列システムを可能とする技術
開発
・ブレーキ、電子牽引 等

後続無人隊列システムの
テストコース実証

実環境下で
の課題洗い
出しと改善

車両
開発

量産に向
けた車両
設計

量産化に向けた製造 ラインの構築・量産化

新東名で、実証実験が
可能な場所の検討等

走行場所、方法の確
認と走行計画整備

隊列で走行する車両に係る電子牽引の要件の検
討（車両基準、運転に必要な免許、走行車線等）隊列走行の検討に際して

必要となる実証項目の特
定

３台以上の連結を念頭に２５ｍ超え隊列走行のた
めの要件の検討

（経産省・国交省連携事業）

高速道路の走行距離、
走行可能範囲の拡大

新東名で、実証実験が
可能な場所の検討等
【再掲】

高
速
道
路
（東
京
～
大
阪
間
）
で
の
後
続
無
人
隊
列
走
行
の
事
業
化

10
月

10
月

10
月

１
月１

月

10
月

10
月

10
月

走行距離、走行可能範囲
の拡大

10
月

隊列走行に用いる技術や実証実験の成果、運用ルール等に応じて、
インフラ面等の事業環境の検討
※国土交通省自動運転戦略本部（H28.12設置）のワーキンググループ
において、ダブル連結トラックの実験（H28.11～H30）の状況も踏まえ
必要な協力等について検討

必要に応じて、インフラ 面等の事業環境の整備

高
速
道
路
（
新
東
名
）
で
の
後
続
無
人
隊
列
走
行
の
実
現

10
月

関係省庁は、民間と連携して、民間の具体的な開発状況、ビジネスモデル（事業計画含む）に応じて、以下の工程表に沿って施策を推進する。その際は、官民で情報共有を進め、必要に応じて、関係省庁はアドバイス
や制度・インフラ面の検討を行う。また、関係省庁は、２０１７年度の実証実現のために必要であって、事業者から提示が必要な技術や事業モデルの論点については、２０１７年１月中に整理し、民間に対して伝達。

官民連携
コンサルテーション

3

内閣官房ＩＴ総合戦略室・内閣府政策統括官（科学技術・イノベーション担当）
内閣府地方創生推進事務局・警察庁・経済産業省・国土交通省

（経産省・国交省連携事業）
（経産省・国交省

連携事業） （民間） （民間）

（経産省・国交省）

（経産省・国交省
連携事業） （経産省・国交省連携事業） （経産省・国交省連携事業）（民間）

（警察庁）

（国交省・警察庁）（民間）

（国交省・警察庁）

（国交省・警察庁）

（経産省・国交省） （国交省）



2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度以降

民間での事業化に向けた準備 サービス地域の拡大

実証実施
場所選定 モデル地域での実証

社会受容性の確認

実現
したい
こと

走行
実証

制度
整備

遠隔運行・管制機能及び車両開発、テストコース実証
車両
開発

民間による地域にあわせたシステム拡
張・改善、自治体との協力体制の構築

無
人
自
動
走
行
に
よ
る
移
動
サ
ー
ビ
ス
等
の
実
現

遠隔運行車両開発、テストコース実証
民間による地域にあわせた車両の製造

専用空間の要件、走行
方法の具体化

サービ
ス確立

事業性の
見通しの
確認

サービス提供
方法の検討

サービス提供
準備

モデル地域での実証

信号情報配信の準備

貨客
併用

インフラ
整備

道の駅
実証実施
場所選定

10
月

12
月

1
月

６
月

無人自動走行機能の様々な類型毎の実証

12
月

道の駅 実証実験の拡大・社会実装
地域特性を活かした多様なビジネスモデルの検討

1:n

道の駅 地域での実証

遠隔運行１：１及び１：Ｎが可能なガイ
ドライン整備 ５

月

官民連携
コンサルテーション

旅客車両による貨物運送のための要件整理、試行、試行結果を踏まえた検討

4

無人自動走行による移動サービス等（※）の実現に向けた主なスケジュールと課題対応 ※無人自動走行車両による地域公共交通等サービス（貨客併用含む）、
高速道路における無人自動走行トラックを活用したサービス。

関係省庁は、民間と連携して、民間の具体的な開発状況、ビジネスモデル（事業計画含む）に応じて、以下の工程表に沿って施策を推進する。その際は、官民で情報共有を進め、必要に応じて、関係省庁はアドバイス
や制度・インフラ面の検討を行う。また、関係省庁は、２０１７年度の実証実現のために必要であって、事業者から提示が必要な技術や事業モデルの論点については、２０１７年１月中に整理し、民間に対して伝達。

（注）日本再興戦略等に基づき、関係自治体とも密接に連携・協力しながら、国家戦略特区における公道実証実験を行うとともに、当該特区を更に一歩進め、
実証実験に係る手続を抜本的に簡素化する仕組みを直ちに検討。

検討・調整
沖縄県等で実証、地域ニーズ等を踏まえた検証

（経産省・国交省連携事業）

（民間）

（民間）

（民間）

（経産省・国交省
連携事業）

（経産省・国交省
連携事業）

（経産省・国交省連携事業）
（警察庁） （経産省・国交省連携事業）

（国交省）

（内閣府）

（民間）

（警察庁）

（国交省）（民間）

（民間）


